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１  国における利用者負担の考え方 

(1) 新制度における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情

を勘案して定める（応能負担）こととされており、現行の幼稚園・保育所の

利用者負担の水準を基に国が定める水準を限度として、実施主体である本市

が定めることとなる。 

(2)  所得に応じた負担を求めるため、所得階層による区分を設定し、その区

分は市町村民税額を基に行う。（保育認定を受ける子どもの利用者負担の階

層区分については、所得税額所得税額所得税額所得税額からからからから市町村民税市町村民税市町村民税市町村民税へのへのへのへの変更変更変更変更となる。） 

(3)  国が示したイメージは、国が定める水準（国庫負担金（都道府県負担金）

の精算基準としての位置付けとなるもの）であり、現行の私立施設の保育料

設定を基礎として、以下の要素を基に設定されたものである。 

ア 教育標準時間認定（１号給付）を受ける子どもについては、現行の幼稚

園就園奨励費補助金を考慮して、利用者が現在負担している利用料で設定

されている。（平均保育料から就園奨励費補助金を控除したもの。） 

イ 保育認定（２・３号給付）を受ける子どもについては、現行の保育所  

運営費による保育料設定を考慮して設定されている。（現行の徴収金基準

額表のとおり。） 

(4)  保育短時間認定を受けた子どもは現行の利用者負担の水準を基本に、保

育標準間認定を受けた子どもの▲１．７％を基本に設定する。 

(5)  国が定める水準については、１号給付、２・３号給付それぞれにおいて、

施設・事業の種類を問わず、同一の水準としている。 

 

（１）教育標準時間認定（１号認定）の子どもの利用者負担の国のイメージ 

 

階層区分 推定年収 利用者負担 

① 生活保護世帯   － ０円 

② 市民税非課税世帯（市民税所得割非課税世帯含む） ～２７０万円 ９，１００円 

③ 市民税所得割課税額 ７７，１００円以下 ～３６０万円 １６，１００円 

④ 市民税所得割課税額２１１，２００円以下 ～６８０万円 ２０，５００円 

⑤ 市民税所得割課税額２１１，２００円以上 ６８０万円～ ２５，７００円 

 

  

 

 



 

（２）保育認定３歳以上（２号認定）の子どもの利用者負担の国のイメージ 

 

階層区分 
利用者負担 

保育標準時間 保育短時間 

① 生活保護世帯   ０円 ０円 

② 市民税非課税世帯 ６，０００円 ６，０００円 

③ 所得割課税額 ４８，６００円未満 １６，５００円 １６，３００円 

④ 所得割課税額 ９７，０００円未満 ２７，０００円 ２６，６００円 

⑤ 所得割課税額１６９，０００円未満 ４１，５００円 ４０，９００円 

⑥ 所得割課税額３０１，０００円未満 ５８，０００円 ５７，１００円 

⑦ 所得割課税額３９７，０００円未満 ７７，０００円 ７５，８００円 

⑧ 所得割課税額３９７，０００円以上 １０１，０００円 ９９，４００円 

 

 

（３）保育認定３歳未満（３号認定）の子どもの利用者負担の国のイメージ 

 

階層区分 
利用者負担 

保育標準時間 保育短時間 

① 生活保護世帯    ０円 

② 市民税非課税世帯 ９，０００円 ９，０００円 

③ 所得割課税額 ４８，６００円未満 １９，５００円 １９，５００円 

④ 所得割課税額 ９７，０００円未満 ３０，０００円 ２９，６００円 

⑤ 所得割課税額１６９，０００円未満 ４４，５００円 ４３，９００円 

⑥ 所得割課税額３０１，０００円未満 ６１，０００円 ６０，１００円 

⑦ 所得割課税額３９７，０００円未満 ８０，０００円 ７８，８００円 

⑧ 所得割課税額３９７，０００円以上 １０４，０００円 １０２，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 新制度における本市の利用者負担の基本的考え方 

(1) 利用者負担は応能負担とします。 

１１１１号認定子号認定子号認定子号認定子どものどものどものどもの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担は、新たな料金体系を設定することとされて 

おり、利用者負担の国基準（案）が現行の利用者負担と就園奨励費補助金を

考慮し設定していることから、本市においても、利用者負担の国基準（案）

を踏まえて、応能負担の保育料を設定します。（公立の１号認定こどもの利

用者負担は除く） 

また、２２２２    号号号号・・・・３３３３    号認定子号認定子号認定子号認定子どものどものどものどもの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担は、保育標準時間について現

行の徴収金基準額が示されており、現行の水準を基本に設定します。 

(2) 階層区分の税額を市民税額とします。 

利用者負担の国基準（案）は、市民税額に基づいた体系であることから、

本市においても階層区分の税額を市民税額といたします。 

(3) 保育標準時間・短時間の区分の料金を設定します。 

利用者負担の国基準（案）は、保育の利用時間に応じて、料金表を設定し  

ています。 

保育短時間の利用者は、保育標準時間の利用者と比べて、低い料金設定 

とすることは、合理的であると考えられることから、本市においても保育標

準時間・保育短時間の区分の料金を設定します。 

(4) 施設、事業を問わず、認定区分ごとの同一の料金表を適用します。 

国が定める水準は、1 号認定、２・３ 号認定それぞれにおいて施設・事

業の種類を問わず、同一の水準とされていることから、本市においても国の

考え方を踏まえ、同一の料金表を適用します 

 

 


